
 

 

 

 

ギャンブル依存症はＷＨＯ（世界保

健機構）でも認定されている病気で

す。ギャンブル依存症の当事者、家

族、援助職、一般の方、どなたでも

参加できます。 

ギャンブルの問題を抱えて苦しんで

いる当事者や家族の方々と解決策に

ついて学びます。 

全国ギャンブル依存症家族の会 滋賀         

 
 
 
 
『依存症家族のための勉強会』    

 

2023 年5 月 14 日（日） 

13：30～15：30 

キラリエ草 津 

滋賀県草津市大路二丁目１番 35 号  

JR 草津駅（東口）から徒歩５分 

●参加費：1，000 円、事前申込不要 

        

 

講 演  

「借金問題ってどうするの？」 

～弁護士の立場から～     

黒田啓介 弁護士 

 〔プロフィール〕 

消費者問題、多重債務、離婚、刑事事件など幅広い相談、 

業務を担う「まちの弁護士」、様々な依存症当事者、支援者 

と協働して、啓発講演会を実施。 

日本連貧困問題対策本部、近弁連消費保護委員会、 

滋賀県精神保健審査会、子どもアドボカシー学会所属。 

 

家族の体験談  

「家族会・自助グループの大切さ」 

～継続して参加することで得られたこと～ 

松原有希さん 

〔プロフィール〕 

全国ギャンブル依存症家族の会滋賀のメンバー 

元夫のギャンブルの問題がきっかけで自助グループや家族 

の会に繋がった。 

12 ステッププログラムを使って自分と向き合い、子どもと共 

に新たな人生を歩んでいる。 

       

NPO 法人全国ギャンブル依存症家族の会 

http：//www.gdfam.org/ 

お問い合わせ：080-5313-3613（担当：町
まち

谷
や

） 

            kazokunokai.shiga@gmail.com 

家族には家族の解決策があります。 

 

 

 

ご家族のギャンブルの問題で悩んでいませんか？ 

 

 

 

日時 

会場 

2023/4 

毎年 5/14～5/20は 

ギャンブル等依存症問題啓発週間です！ 

mailto:kazokunokai.shiga@gmail.com

